
議案第●●号 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める    

条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和７年（２０２５年）１１月１７日提出 

                        宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第●●号 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第１号中「この号及び次号において」を削る。 

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こども

園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚

園である特定教育・保育施設の職員にあっては学校教育法第２８条第２項において準用する認

定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第●●号 

   宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条    

   例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条

例第30号)新旧対照表 

現行 改正案 

(特定教育・保育の取扱方針) (特定教育・保育の取扱方針) 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲

げる施設の区分に応じて、当該各号に定める

ものに基づき、小学校就学前子どもの心身の

状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適

切に行わなければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲

げる施設の区分に応じて、当該各号に定める

ものに基づき、小学校就学前子どもの心身の

状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適

切に行わなければならない。 

(1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律(平成18年法律第77

号。以下この号及び次号において「認定こ

ども園法」という。)第2条第7項に規定す

る幼保連携型認定こども園をいう。以下同

じ。) 幼保連携型認定こども園教育・保

育要領(認定こども園法第10条第1項の規

定に基づき主務大臣が定める幼保連携型

認定こども園の教育課程その他の教育及

び保育の内容に関する事項をいう。次項に

おいて同じ。) 

(1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律(平成18年法律第77

号。以下                     「認定こ

ども園法」という。)第2条第7項に規定す

る幼保連携型認定こども園をいう。以下同

じ。) 幼保連携型認定こども園教育・保

育要領(認定こども園法第10条第1項の規

定に基づき主務大臣が定める幼保連携型

認定こども園の教育課程その他の教育及

び保育の内容に関する事項をいう。次項に

おいて同じ。) 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

2 （略） 2 （略） 

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止) 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第3

3条の10各号                            

                                       

                                       

                                       

                                       

                              に掲げる

行為その他当該教育・保育給付認定子どもの

心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第3

3条の10第1項各号(幼保連携型認定こども園

である特定教育・保育施設の職員にあっては

認定こども園法第27条の2第1項各号、幼稚園

である特定教育・保育施設の職員にあっては

学校教育法第28条第2項において準用する認

定こども園法第27条の2第1項各号)に掲げる

行為その他当該教育・保育給付認定子どもの

心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。 

 



宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業の運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例の制定について

（概要）

子ども未来部 保育企画課

令和7年（2025年）10月29日

第12回都市経営会議資料



１ 概要
「児童福祉法等の一部を改正する法律（令和7年4月25日法律第29号）」の公
布により「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育
て支援施設等の運営に関する基準」の一部が改正されたことに伴い、関連する
「宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定
める条例」の一部を改正する。

２ 改正内容
（1）保育所等の職員等による虐待に関する通報義務等の創設に伴う改正
児童養護施設等を対象とする被措置児童等虐待（施設・事業の職員等による

被措置児童等に対する虐待）について、その対象となる施設・事業に保育所等が
児童福祉法に追加されたことに伴う改正。
児童福祉法第33条の10に第2項及び第3項が加えられることにより、引用を
「第33条の10各号」から 「第33条の10第1項各号（幼保連携型認定こども園
である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第２７条の２第１項
各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２８条
第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。（第
25条）
上記の改正により、条例第25条において「認定こども園法」を引用することから、

第15条の「以下この号及び次号において「認定こども園法」という」を「以下「認
定こども園法」という」に改める。（第15条）



３ 改正に伴う影響
２（1）：
保育所等（※）の職員による虐待について、児童養護施設等の職員による虐待と
同様、下記の規定が児童福祉法に設けられたため、法に則って対応を行う。
・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務
・都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要

な措置
・都道府県等が行った措置に対する児童福祉審議会等による意見
・都道府県による虐待の状況等の公表
・国による調査研究 等

（※）【対象施設・事業】
保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、家庭的保育事業、
小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、一時
預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業、児童自立生活援助事業、放課後
児童健全育成事業、子育て短期支援事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援
助事業、児童育成支援拠点事業、母子生活支援施設、児童館



４ 施行期日
公布の日から施行する。


